
第１表  総 括 表

医療職 医療職 医療職 高校等 中小校 学    校 特 定
（一） （二） （三） 教育職 教育職 栄養職員 任期付職員

  
3,603 人 2,742 172 33 75 25 2,050 3,699 － 2 12,401

 職 男 
71.6 ％ 90.0 84.3 78.6 43.6 20.0 60.3 45.6 － 100.0 61.6

  
1,427 人 303 32 9 97 100 1,348 4,410 1 － 7,727

 員 女 
28.4 ％ 10.0 15.7 21.4 56.4 80.0 39.7 54.4 100.0 － 38.4

 
5,030 人 3,045 204 42 172 125 3,398 8,109 1 2 20,128

 数 計 
100.0 ％ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 
3,478 人 1,859 200 42 140 46 3,302 7,729 1 2 16,799

 学 大学
69.1 ％ 61.1 98.0 100.0 81.4 36.8 97.2 95.3 100.0 100.0 83.5

  
425 人 153 4 － 32 78 64 380 － － 1,136

 歴 短大
8.5 ％ 5.0 2.0 － 18.6 62.4 1.9 4.7 － － 5.6

  
1,119 人 1,032 － － － 1 32 － － － 2,184

 構 高校
22.2 ％ 33.9 － － － 0.8 0.9 － － － 10.9

  
8 人 1 － － － － － － － － 9

 成 中学
0.2 ％ 0.0 － － － － － － － － 0.0

44.2 歳 38.4 42.1 42.5 42.3 44.2 45.8 42.8 44.0 52.5 43.0

22.6 年 17.3 19.1 17.9 19.3 20.7 23.0 20.3 22.0 － 20.8

2.0 人 2.3 2.2 2.3 1.8 2.0 2.0 1.9 － － 2.0

給料 346,427 円 328,686 371,438 443,112 354,287 341,466 395,637 368,049 368,800 545,000 361,274

扶養

手当
10,115 円 12,401 11,368 11,393 6,381 5,664 9,406 7,052 － － 9,061

地域

手当
17,085 円 15,880 17,836 77,788 16,870 16,206 18,777 17,552 16,964 25,070 17,504

管理
職

手当
8,484 円 2,474 4,935 31,669 6,088 5,181 3,037 6,470 － － 5,814

その

他
5,715 円 8,161 10,227 327,545 10,344 3,994 6,088 5,537 － － 6,822

計 387,826 円 367,602 415,804 891,507 393,970 372,511 432,945 404,660 385,764 570,070 400,475

(注) １ 再任用職員は含まない。（第２表から第４表まで、第７表から第10表まで及び第25表において同じ。）

２ 企業庁職員、病院事業庁職員及び現業職員は含まない。

３ 計欄の平均経験年数には、特定任期付職員は含まれていない。（第４表及び第25表において同じ。）

４ 特定任期付職員給料表とは、一般職の任期付職員の採用等に関する条例第４条第１項に定める給料表をいう。（以下の表において同じ。）

５ 給料には次の額を含む。（第３表、第４表及び第25表において同じ。）

  ・職員の給与に関する条例附則第24項から第26項まで及び公立学校職員の給与に関する条例附則第16項から第18項までの規定による給料の額

・給料の調整額

・教職調整額

６ その他は、住居手当、単身赴任手当等である。（第３表において同じ。）
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